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住民基本台帳に関
する事務

・番号法第７条、
第１６条、第１７
条
２
・住基法第５条、
第６条、第７条、
第８条、第１２
条、第１２条の
４、第１４条、第
２２条、第２４条
の２、第３０条の
６、第３０条の１
０、第３０条の１
２

評価書
番号

番号法第9条第
1項　別表23の
項

4

5

・番号法第9条
第1項　別表第
24の項
・行政手続にお
ける特定の個人
を識別するため
の番号の利用
等に関する法律
別表の主務省
令で定める事務
を定める命令第
16条

番号法第9条第
1号　別表の24、
44、85、100の
項

3

1

・番号法第9条
第1項　別表の
14、70、126の
項
・番号法第19条
第6号

2

・番号法第9条
第1項　別表　項
番9・127

法令上の
根拠

7

6

・番号法第9条
第1項　別表
9.21.51.117.の項
・行政手続にお
ける特定の個人
を識別するため
の番号の利用
等に関する法律
別表の主務省
令で定める事務
を定める命令
第12.25.60.条各
号

事務の名称 システムの名称

○ 令和1年11月1日

前回実施日 次回実施予定日

・住民基本台帳シス
テム
・住民基本台帳ネッ
トワーク
・統合宛名システム
・中間サーバー

・Acｒoｃity福祉総合
・統合宛名管理シス
テム
・中間サーバー

令和1年11月1日

・健康管理システム
・統合宛名システム
・中間サーバー

・地方税の徴収に
関する事務
・国民健康保険税
の徴収に関する事
務
・介護保険料の徴
収に関する事務
・後期高齢者医療
保険料の徴収に関
する事務

○

子ども・子育て支援
に関する事務

・子ども子育て支援
システム
・統合宛名システム
・中間サーバー

・生活保護システム
・統合宛名システム
・中間サーバー
・医療保険者等向
け中間サーバ
・統合専用端末
・レセプト管理シス
テム

○

障害者福祉事務

健康管理に関する
事務

生活保護に関する
事務

令和1年11月1日 基礎

令和3年12月10日○

基礎
地方税の賦課徴収
及び調査に関する
事務

・総合収納管理シス
テム
・総合滞納管理シス
テム
・統合宛名システム
・中間サーバー

・税情報システム
・電子申告（ｅＬＴＡ
Ｘ）システム
・税務LANシステム
・統合宛名システム
・中間サーバー

基礎○ 令和1年11月1日

担当部署

福祉事務所

前回実施日

市民保険課

情報
連携

基礎

○

○ 令和1年11月1日

次回実施予定日

教育振興課

しきい値
判断

基礎

税務課

基礎

令和1年11月1日

特定個人情報保護評価計画管理書
基礎項目評価 重点項目／全項目評価

税務課

福祉事務所

基礎 健康推進課

備考



評価書
番号

法令上の
根拠

事務の名称 システムの名称
前回実施日 次回実施予定日

担当部署
前回実施日

情報
連携 次回実施予定日

しきい値
判断

基礎項目評価 重点項目／全項目評価
備考

8

番号法第19条
第8号に基づく
主務省令第2条
の表
（情報提供の根
拠）
・
2,3,6,13,27,38,42

,48,55の
2,56,65,69,83,87,

115,125,131,137

,141,158,161,17

3,173の2
（情報照会の根
拠）
・48,69,70,71

＜オンライン資
格確認等システ
ムに係る業務＞
・番号法 附則第
6条第4項
・国民健康保険
法　第113条の3
第1項及び第2
項

・公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施の
ための預貯金
口座の登録等
に関する法律
第9条

9

番号法第9条第
1項　別表　第27
項

10

番号法第9条第
1項　　別表第46
項、128項

11

国民健康保険に関
する事務

公営住宅の管理に
関する事務

・公住マネージャー
・統合宛名システム
・中間サーバー

○

児童手当関係事務
・Acrocity児童手当
・統合宛名システム
・中間サーバー

○

・資格管理システム
・保険税賦課システ
ム
・給付システム
・保険税収納システ
ム
・団体内統合宛名
システム
・中間サーバ
・次期国保総合シス
テムおよび国保情
報集約システム
・医療保険者等向
け中間サーバー等

基礎

○ 令和1年11月1日

住宅政策課

基礎

基礎 市民保険課

令和1年11月1日

令和1年11月1日

国民年金に関する
事務

・国民年金システム
・統合宛名システム
・中間サーバー

○ 令和1年11月1日 基礎

福祉事務所

市民保険課

高齢介護課

市民保険課

13

・番号法第９条
第１項　別表
100の項
・行政手続にお
ける特定の個人
を識別するため
の番号の利用
等に関する法律
別表の主務省
令で定める事務
を定める命令第
50条
・公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施の
ための預金口
座の登録等に
関する法律第２
条第２項各号及
び第９条

介護保険に関する
事務

・介護保険システム
・統合宛名システム
・中間サーバー
・国保連接続システ
ム
・マイナポータル
ぴったりサービス
（サービス検索・電
子申請機能）
・申請管理システム

○ 令和7年2月1日 基礎

12

・番号法　第9条
第1項及び別表
85の項
・行政手続にお
ける特定の個人
を識別するため
の番号の利用
等に関する法律
別表の主務省
令で定める事務
を定める命令
第46条
・公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施の
ための預貯金
口座の登録等
に関する法律
第9条

後期高齢者医療に
関する事務

・後期高齢者医療
システム
・.高知県後期高齢
者医療広域連合電
算処理システム
・統合宛名システム
・中間サーバー
・特定検診等管理
システム

○ 令和1年11月1日 基礎

・番号法　第9条
第1項　別表81
の項
・行政手続にお
ける特定の個人
を識別するため
の番号の利用
等に関する法律
別表の主務省
令で定める事務
を定める命令
第44条



評価書
番号

法令上の
根拠

事務の名称 システムの名称
前回実施日 次回実施予定日

担当部署
前回実施日

情報
連携 次回実施予定日

しきい値
判断

基礎項目評価 重点項目／全項目評価
備考

14

番号法第９条第
２項
香美市個人番
号の利用及び
特定個人情報
の提供に関する
条例

福祉事務所医療費助成事務
・福祉総合システム
・統合宛名システム
・中間サーバー

○ 令和1年11月1日 基礎

○ 令和4年7月29日 基礎

健康推進課

16

・番号法第9条
第1項　別表の
135の項
・行政手続にお
ける特定の個人
を識別するため
の番号の利用
等に関する法律
別表の主務省
令で定める事務
を定める命令
第74条
・公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施の
ための預貯金
口座の登録等
に関する法律
第10条

住民税非課税世帯
等に対する臨時特
別給付金の支給に
関する事務

・住民税非課税世
帯等に対する臨時
特別給付金システ
ム
・統合宛名システム
・中間サーバー

福祉事務所

15

番号法第9条第
1項　別表111の
項

健康増進法に関す
る事務

・健康管理システム
・統合宛名システム
・中間サーバー

○ 令和1年11月1日 基礎

福祉事務所

18

・番号法第9条
第1項別表135
の項
・番号法別表主
務省令第74条
・公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施の
ための預貯金
口座の登録等
に関する法律第
10条

香美市定額減税補
足給付金（調整給
付）の支給に関する
事務

・住民票システム
・個人住民税システ
ム
・番号連携サーバ
・中間サーバ

○ 令和7年12月1日 基礎 税務課

17

・番号法第9条
第1項　別表の
135の項
・行政手続にお
ける特定の個人
を識別するため
の番号の利用
等に関する法律
別表の主務省
令で定める事務
を定める命令
第74条
・公的給付の支
給等の迅速か
つ確実な実施の
ための預貯金
口座の登録等
に関する法律
第10条

物価高騰緊急支援
追加給付金支給事
務

・Acrocity住民基本
情報
・中間サーバー
・番号連携サー
バー

○ 令和5年9月5日 基礎



 （別添１） システム概要図



 個人番号を直接保有するシステム

 ネットワークは接続しているが、アク
セス制御しているシステム

 ネットワークが論理的に分離してい
るシステム

 ネットワークが物理的に分離してい
るシステム

 ２．個人番号にアクセスできないシステム

 他のシステムを参照することで個人
番号にアクセスできるシステム

 （別添２） 各システムの個人番号へのアクセス

 １．個人番号にアクセスできるシステム


